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新型コロナウイルス感染症が５類感染症へ移行後の学校における教育活動について（お知らせ） 

 

 新緑の候、本校教育への御協力に感謝申し上げます。本校の感染症対策について、４月７日付

「新型コロナウイルス感染症に対応した学校における教育活動について（お知らせ）」でお伝えし

ていましたが、新型コロナウイルス感染症が法律上の５類感染症に移行したことを踏まえ、今後は

唐津市教育委員会からの通知をもとに下記の感染対策に努めていくこととします。これまで同様、

保護者の皆様の御理解・御協力よろしくお願いします。 

 

記  

１．保健管理に関して  

○ 児童及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本

とします。但し、登下校時に混雑したバスを利用する場合や、校外学習で医療機関や高齢者施

設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面においては、児童

及び教職員についても、着用を推奨します。 

〇 児童の感染が判明した場合は、出席停止の措置を講じるほか、季節性インフルエンザ等と同

様、新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や、感染するおそれのある場合

にも、校長の判断により出席停止の措置を講じることとします。※出席停止解除後、発症から

１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。 

○ ５類移行前に言われていた濃厚接触者（これまでのように保健所から新型コロナ患者の「濃

厚接触者」として特定されることはありません）となった場合も、行動制限等は必要ありませ

ん。 

 

２．出席停止等の対応ついて 

○ 新型コロナウイルスに感染した場合の出席停止期間は、「発症した後５日を経過し、かつ、症

状が軽快した後１日を経過するまで」とします。※発症日を０日目とします。 

○ 感染への不安(感染経路が不明な患者が急激に増えている地域・同居家族に高齢者や基礎疾患

があるなど)から欠席を申し出た場合、出席停止として扱うかどうかは、校長判断（合理的な理

由があるかなど）となります。 

○ ワクチン接種に係る出欠等の取扱いについては、ワクチン接種による欠席は「出席停止」、ワ

クチン副反応による欠席は「病欠」とします。 

○ かぜ症状（発熱等）で欠席の場合は病欠となります。 

 

３．給食等の食事場面における対策について 

 ○ 「黙食」の必要はありません。給食等の食事をとる場面においては、食事の前後の手洗い、

咳エチケットや部屋の換気等を徹底します。 

 

４．保護者の皆様へのお願い  

 ○ 保護者の皆様には、引き続きお子様の健康管理に努めていただきますようお願いいたします。 

 〇 児童が欠席する場合は、午前８時１５分までに学校まで御連絡ください。（☏54-1103） 

  連絡がない場合、児童の安否確認のため、学校から保護者様に電話連絡をします。 


